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【研究ノート】 

 

医学研究の倫理とレヴィナス 

―ヴァルネラビリティ概念の起源？ 

 

川崎唯史 

 

はじめに 

本稿の目的は、人を対象とする医学研究の倫理（以下「研究倫理」と略記）に対して、レヴィ

ナスの思想がどのように寄与しうるかを検討することである。ただし本稿は研究ノートであり、

本格的な考察に向けた準備作業に充てられる。具体的には、研究倫理におけるヴァルネラビリテ

ィ（傷つきやすさ、脆弱性（池谷 2016）、弱者性などと訳される）の概念をめぐる議論において、

どのようにレヴィナスの著作が参照されてきたかを検討する。 

本稿の構成は以下の通りである。まず、研究倫理について簡単に説明する（第一節）。次に、研

究倫理にヴァルネラビリティの概念が導入された経緯を概観する（第二節）。その上で、研究倫理

上のヴァルネラビリティ論がどのようにレヴィナスを参照してきたかを見ていく（第三節）。最後

に、そうした参照の問題点を指摘し、研究倫理とレヴィナスの思想の望ましい関係について若干

の考察を行う（第四節）。 

 

１．研究倫理の概説 

「研究倫理」と言えば、日本では学術論文における捏造・改ざん・盗用といった不正を防ぎ、

責任ある研究を推進する「研究公正（research integrity）」を指すことが多い。また、日本の生命倫

理学は臓器移植や生殖医療など臨床実践上の諸問題を中心に発展してきており、医学研究の倫理

を専門とする研究者は相対的に少数であるため、生命倫理学者の間でさえ医学研究倫理に関する

知見はまだ十分に共有されていない。本誌の読者にあってはなおさらであろうから、はじめに本

稿の意味での研究倫理についてごく簡単に説明しておきたい。 

医療倫理は、診療を扱うか臨床研究（人を対象とする医学研究）を扱うかに応じて、臨床倫理

と研究倫理に大別される。それゆえ研究倫理の基本的性格は、臨床研究の本性に基づいて定めら

れる。例外や境界事例はあるが、診療と臨床研究は概して以下のような相違点をもつ（田代 2011, 

pp. 26-30; 松井 2013a, p. 530）。一方の診療において医療従事者は個々の患者の最善の利益となる

医療を提供する義務を負っており、患者はいわば診療の「目的」である。他方の臨床研究は、医

学の発展を通じて将来の患者集団および社会に貢献することを目指しており、被験者（研究対象

者）は第一義的にはその「手段」となる。また、診療では基本的に安全性と有効性の確立された

医療が提供されるが、臨床研究では基本的にそれらが未確立の介入を行う。したがって臨床研究

の被験者は、個々の研究によって程度の差はあれ、他者たちの利益のために危険や不確実性を伴



医学研究の倫理とレヴィナス（川崎） 

『レヴィナス研究』vol.1 (2019) 

 78 

う介入を受けることになる。つまり、臨床研究は本質的に被験者を搾取する可能性を内包してい

る。 

それゆえ、被験者が搾取される可能性を最小限にすること、つまり被験者保護
、、、、、

が、研究倫理の

最優先課題となる。これを達成すべく、世界医師会の「ヘルシンキ宣言」をはじめとして国内外

の各種ガイドラインが様々な倫理的要請を提示している。ここでは、アメリカ国立衛生研究所

（NIH）の提案する八つの倫理原則を概観しておこう（Emanuel et al. 2008）。 

 

①協同的パートナーシップ：コミュニティとの協力的な関係の下で研究を行うこと。 

②社会的価値：人の健康や福祉に寄与する研究を行うこと。 

③科学的妥当性：妥当で信頼できるデータを生む研究デザインや方法を選択すること。 

④公正な被験者選択：利用しやすいという理由ではなく、科学的な合理性、リスクの最小化、

利益の増大といった観点から被験者の条件を設定すること。 

⑤好ましいリスク・ベネフィット比率：被験者へのリスクを最小化し、被験者への直接的な

利益または研究の社会的価値がリスクを上回ること。 

⑥独立審査：第三者による研究計画の審査を受け、研究の倫理的な適切さを高めること。 

⑦インフォームド・コンセント：被験者の自律を尊重するために、研究について理解しても

らった上で参加への同意を得ること。 

⑧被験者の尊重：被験者をモニターして有害事象に対応したり、個人情報を適切に管理した

り、同意の撤回を受け付けたりして同意取得後も被験者を尊重すること。 

  

今日、人を対象として医学研究を行う研究者は、これらの要請すべてに応えることを通じて被験

者を保護するよう求められている。 

 

２．研究倫理におけるヴァルネラビリティ概念の導入 

 前節で見た臨床研究への倫理的要請は、過去の研究が引き起こした様々なスキャンダルに対応

する中で徐々に形成されてきたものである。ここで注目したいのは、そうした非倫理的な研究が

しばしば社会的に弱い立場にある者を被験者として利用し、搾取してきた点である。例えば 1972

年に大々的に報道され、連邦レベルで初めて医学研究を対象とした「全米研究法」制定（1974）

の一因となったタスキギー梅毒研究（Jones 2008）は、多くが貧しく教育も受けていないアフリカ

系アメリカ人を対象として、未治療患者における梅毒の自然経過を観察する研究であった。ペニ

シリンを用いた有効な治療法が適用可能になった後も、研究者たちは数十年にわたって研究対象

者に何の治療も与えず観察を継続した。28人が梅毒で亡くなり、約 100人が失明や精神障害を被

ったと言われる。また、タスキギー研究発覚に先立って多数の医学研究を内部から告発したビー

チャーの論文「倫理と臨床研究」では、精神遅滞の子どもや高齢で衰弱したユダヤ人患者を対象

とする非倫理的な研究（ウィローブルック事件、ブルックリン・ユダヤ人慢性疾患病院事件）も
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明るみに出されていた（Beecher 1966）。 

 こうした経緯から、弱い立場にある被験者（子ども、囚人、施設に収容された精神障害者など）

をいかに保護するかという問題が、全米研究法に基づいて設置された委員会の大きな検討課題と

なった（Jonsen 1998, pp. 153-157）。委員会の報告書のうち、被験者保護の基本的枠組みを三つの倫

理原則とその適用という形で提示し、その後の研究倫理にこの上なく大きな影響を与えたのが「ベ

ルモント・レポート――研究対象者保護のための倫理原則および指針」（1979）である。社会的弱

者の研究利用を規制するという立場を取るこのレポートが「弱い立場にある被験者（vulnerable 

subjects）」という術語を用いたことで、ヴァルネラビリティの概念は研究倫理に導入されたと言え

る。例えば、正義原則を被験者選択に適用し、選択方法と結果の公正性（前節の原則④）を要求

する際、レポートは次のように述べる。 

 

ある特別な不正義の例は、弱い立場にある被験者を対象とすることから生じる。人種的マイ

ノリティや経済的に不利な者、重病者、施設収容者といった特定の集団は、研究の行われる

状況において彼らが容易に利用できるがゆえに、被験者として継続的に求められうる。彼ら

の依存的な地位と、自由な同意のための彼らの能力がしばしば損なわれていることを考慮す

れば、単に管理上便利であるとか、病気や社会経済的条件の結果として操作されやすいとい

った理由で研究対象者とされる危険から、彼らは保護されるべきである。（NCPHS 1979, C.3） 

 

また、人格の尊重という原則も、このレポートにおいては個人の自律的選択権を承認するだけ

でなく、「弱い立場の人々を「人格」として尊重するべきである」（田代 2011, p. 91）という要求

を含むものであった。具体的にはインフォームド・コンセントに関して、子どもや精神障害のあ

る患者など理解力の限られた者に対して、できる限り研究に参加するかどうかを彼ら自身が選ぶ

機会を提供し、拒否の意思を尊重することや、彼らの最善のために行動するであろう第三者に同

意を代行させることが求められたり、脅しや過剰な報酬など同意の自発性を損なうような不当な

影響への懸念が示されたりしている（NCPHS 1979, C.1）。 

 このように、ヴァルネラビリティの概念は、弱い立場にある人々が医学研究によって実際に傷

つけられたという歴史を背景として、規制によってそうした人々を保護するという目的の下で導

入された。それゆえこの概念は当初、相互に関連する少なくとも二つの特徴を有していた。一つ

は否定性
、、、

である。自律し、独立しており、同意の能力がある被験者を標準として想定した上で、

そうではない者がヴァルネラブルだとされる。もう一つは特殊性
、、、

である。ヴァルネラビリティを

認められるのは特定の集団に属する人々に限られる。研究倫理においてこの概念がしばしば「弱

者性」と訳されるのは、これらの特徴を踏まえてのことであろう。以下で見るように、ヴァルネ

ラビリティ概念をめぐる研究倫理学的な議論の中でレヴィナスが参照されるのは、主にこれらの

概念規定への批判という文脈においてである。 
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３．研究倫理におけるレヴィナスのヴァルネラビリティ概念への参照 

 本節ではようやく本題に入って、研究倫理学のヴァルネラビリティ論がどのようにレヴィナス

を参照してきたかを見ていく。検討対象は三つである。１）いわゆる「バルセロナ宣言」の解説、

２）ユネスコ「生命倫理と人権に関する世界宣言」の解説、３）H. テン・ハーフの著作『ヴァル

ネラビリティ――生命倫理への挑戦』。これらは厳密には生命倫理一般を射程に入れた議論である

が、研究倫理も含んでおり、またヴァルネラビリティを論じる背景には上述の研究倫理の歴史が

あるため、本稿では研究倫理の枠内で取り上げる。批判的検討は次節に譲り、本節では紹介に留

める。 

 なお、以下で扱う文献においては、ヴァルネラビリティは否定性も特殊性ももたない概念とし

て論じられるため、この文脈ではヴァルネラビリティを「立場が弱いこと」や「弱者性」ではな

く「傷つきやすさ」と訳す方が適切だと判断し、そのように表記する。 

 

３．１．「バルセロナ宣言」の解説におけるレヴィナスへの参照 

 「バルセロナ宣言」は、「生命医学第二プロジェクト「生命倫理と生命法における基礎的な倫理

原則」のパートナーによる欧州委員会への政策提言、1998年 11月」という副題をもつ。これは欧

州連合（EU）の政策執行機関である欧州委員会の指示で 1995-1998年に行われた研究の成果であ

る。四つの倫理原則を提示した上で、EU 諸国の医療・医学研究に関する政策についての提言を行

っている。本稿ではこの宣言のうち、「自律」、「尊厳」、「統合性（integrity）」に並んで原則に掲げ

られた「傷つきやすさ」だけを取り上げる。 

この宣言は傷つきやすさの原則を次のように説明する。 

 

傷つきやすさは二つの基礎理念を表現する。(a)それは、自律できる者たちにおいて、あらゆ

る道徳性の可能性と必要性を基礎づける、生命の有限性と脆さを表現する。(b)傷つきやすさ

は、傷つきやすい者へのケアを要求する道徳原則の対象である。傷つきやすい者とは、その

自律、尊厳または統合性が脅かされうる者である。そのような者として、尊厳をもつあらゆ

る存在者は、この原則によって保護される。しかしこの原則はまた、存在者の自律、尊厳ま

たは統合性への非介入だけでなく、存在者がその潜在力を実現できるようにする援助を受け

ることをも要求する。この前提からの帰結として、連帯、非差別および共同性の理念を基礎

づける統合性と自律への積極的な権利が存在する。（Rendtorff 2002, p. 243） 

 

多数の論点が圧縮された文章だが、まず確認できるのは、尊厳をもつすべての者、つまりあらゆ

る人間が傷つきやすい存在だという考えである。ベルモント・レポートとは対照的に、この宣言

は傷つきやすさを人間一般のもつ普遍的性質とみなす。また、レポートでは標準的被験者が有す

ると想定されていた自律性についても、宣言は「人間の有限性や、生物学的・物質的・社会的条

件への依存、推論のための情報の欠如などによってもたらされる構造的な制限のために、自律性
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は単に理想に留まる」（ibid.）と述べているため、自律した個人という標準からの逸脱としてヴァ

ルネラビリティを否定的に特徴づけることもない。ちなみに宣言の解説には、「完璧な人間を創造

するために、苦しみ、異常性、難聴性、障害といったあらゆる傷つきやすさを除去することを目

指す、いわゆる傷つきやすさ縮小アジェンダ」（Rendtorff 2002, p. 237）が、傷つきやすさについて

誤解を生んできたとの指摘もある。ここで傷つきやすさは、あらずもがなの性質としてではなく、

むしろ道徳の可能性を基礎づけるものとして積極的に捉えられている。 

 さて、宣言を作成した研究プロジェクトの主要メンバーの一人である J. D. レンドトルフは、こ

うした普遍的で積極的な傷つきやすさの概念について、誰よりもまずレヴィナスにその思想的源

泉を見出している。長くなるが、それを説明した箇所を引用しよう。 

 

フランスの哲学者エマニュエル・レヴィナスは、人間の条件を理解するための基礎として傷

つきやすさの概念を定義した。彼は、傷つきやすさを道徳性の基礎として分析する。道徳性

はひとの傷つきやすさの補償である。道徳的命法とは、他者をケアせよという命法であり、

他者への倫理的責任である。このように傷つきやすさは、ある内在的な規範性を含意してい

ると言える。それは、傷つきやすさが他者の身体的受肉において、例えば他者の顔において

表現されるような規範性である。他なる人の現存は、傷つきやすさを表現し、倫理的関与を

要求する。「汝殺すなかれ」という命法は、傷つきやすい実存を保護する必要性の本質的な表

現であるとレヴィナスは主張する（Levinas 1961）。これは、レヴィナス哲学の基礎となる、

人間の身体的有限性の倫理的機能を示している。この見方では、道徳性の最も深い点は世界

における人間の傷つきやすい状況において提示される。傷つきやすさは弱者と強者の間の非

対称な不均衡を表す。それは、弱者を保護するための強者の倫理的関与を要求する。傷つき

やすい存在としての他者から発せられる責任を受容させるのは、ある人の傷つきやすさであ

る。この倫理的な受容性は、人間の条件の基本的な点である。（Rendtorff 2014, p. 304） 

 

参照されている著作は『全体性と無限』である。念頭にあるのは第三部 B「顔と倫理」であろう。

ここで著者がレヴィナスに帰している主張は五つに要約できる。１）傷つきやすさは人間の条件

である。２）傷つきやすさとは人間の身体的有限性のことである。３）他者の顔が表現する傷つ

きやすさは、他者への倫理的関与（ケア）を命じるという規範性をもつ。４）傷つきやすさの命

じる他者への倫理的関与は、強者による弱者の保護でもある。５）傷つきやすさは、他者への責

任を感じるための受容性でもある。これらの主張を『全体性と無限』に見出せるかどうか、慎重

な検討を要するのは明らかだが、ここでは普遍的で積極的な概念であり、規範的な倫理原則でも

ある傷つきやすさの哲学的起源としてレヴィナスが名指されていることを確認するに留める。 

 

３．２．ユネスコ生命倫理宣言の解説におけるレヴィナスへの参照 

 「生命倫理と人権に関する世界宣言」は、2003年に「ヒト遺伝情報に関する国際宣言」がユネ
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スコ総会で採択された際に、より一般的な生命倫理規範の策定が決議されたことに基づいて、

2004-2005年に主にユネスコ国際生命倫理委員会（IBC）が案文を作成し、様々な修正を経て 2005

年 10 月の第 33 回ユネスコ総会で採択された文書である1。全 17 条からなり、第 8 条が「人間の

傷つきやすさと人格的統合性への尊重」と題されている。この条項は IBCの準備した草案には存

在せず、草案完成を目指した第二回政府間専門家会議において提案され受け入れられた（Patrão 

Neves 2009, p. 155）。条文は以下の通り。 

 

科学知識、医療行為及び関連する技術を適用し、推進するにあたり、人間の傷つきやすさが

考慮されるべきである。特別な傷つきやすさをもつ個人及び集団は保護され、そうした個人

の人格的統合性は尊重されるべきである。（UNESCO 2005） 

 

IBC は第 8 条について、他のいくつかの条項と同様に、宣言の吟味・深化および普及を目的とし

てレポートを作成したが（UNESCO 2013）、そこでは「特別な傷つきやすさ」についての具体的検

討が行われており、レヴィナスへの参照はない。同じく宣言採択後に、IBC 委員が中心となって

全条文についての解説書も作成された（Ten Have & Jean 2009）。以下では第 8条へのコメンタリー

を概観した上で、そこでのレヴィナスへの参照を確認する。 

 ポルトガルの生命倫理学者による解説の強調点は、第 8 条がヴァルネラビリティについての相

異なる二つの考えを取り込んでいることにある。まず、ベルモント・レポート、ヘルシンキ宣言

（2000 年のエジンバラ改訂以降）、国際医科学団体協議会（CIOMS）の倫理指針といった文書に

おいては、ヴァルネラビリティは「偶然的で一時的な特徴」を指し、「特定の集団や人を性質づけ

る形容詞的な機能」を果たすがゆえに「諸集団や諸個人を〔……〕差異化する要因」となってい

る（Patrão Neves 2009, pp. 158-159〔以下、頁数のみを記す〕）。他方で、1980年代に始まった大陸

ヨーロッパでの生命倫理の発展――バルセロナ宣言はその明確化と言える――においては、ヴァ

ルネラビリティは「普遍的で消去不能な条件」を指す「人間に共通の現実を記述する名詞」であ

るから、「すべての人の間で平等化する要因」だと言える（ibid.）。このように、「アングロアメリ

カ的な生命倫理のヴァルネラビリティへの付随的な言及と、それを生命倫理の一主題とするとい

うヨーロッパ的な扱いの間には、実質的な差異がある」（p. 158）。そして、第 8条には「これらの

意味が両方とも含まれている」（p. 159）。第一文の「人間の傷つきやすさ」は普遍的な意味合いを、

第二文の「特別な傷つきやすさ」は特殊的な意味合いを持つとされる。 

 ただし解説者は、これら二つの概念が「完璧にうまく接合する」（p. 158）とも述べている。ま

ず「人間の条件に固有な特徴」としての普遍的な傷つきやすさがあり、それが「特定の状況によ

って悪化させられる」ことで、特定の集団や個人に特別な傷つきやすさが生じると考えることで、

二つの概念は相互排他的な関係ではなくなるというのである（p. 159）。 

 以上が第 8 条におけるヴァルネラビリティ概念の要点である。では、レヴィナスはどのように

                                                        
1 成立過程の詳細は奥田（2007）を、採択後の動向については奥田（2014）を参照。 
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参照されているのか。大陸ヨーロッパにおける発展の中でこの概念は「新しい、より広い意味」

を獲得するが、この普遍的で本質的な意味づけは「エマニュエル・レヴィナスやハンス・ヨナス

のような哲学者がそれに捧げ始めていた反省から生じる」とされる（p. 157）。レヴィナスについ

ての段落をそのまま引用する。 

 

レヴィナスは、その著作『他なる人間のヒューマニズム』（1972）において、傷つきやすさを

哲学的主題として扱った最初の者であった。彼はそこで傷つきやすさを「主体性」として定

義する。レヴィナスの主体性についての見方に従えば、自己はいつも他性の後に来る。こう

して、「自己」、つまり主体が到来するときには、彼／彼女はすでに、彼／彼女を待っており、

彼／彼女を存在させる他者との関係の中にいる。したがって、自己は他者への依存のうちに

あり、それゆえ傷つきやすい。 

 

〈自我〉は、爪先から頭の先まで、骨の髄まで、傷つきやすさである。（Levinas 1972, p. 

104） 

 

こうして「傷つきやすさ」は、自己が他者との関係においてのみ存在する限りで、人間に固

有の状態として、人間性の普遍的条件として哲学の語彙に入るのである。（p. 158） 

 

途中の引用は、『エフェメール』第 13号（1970）で発表され、『他なる人間のヒューマニズム』に

収められた「同一性なしに」の第三節「主体性と傷つきやすさ」からのものである。前項と同様、

ここではレヴィナスの主張とされたものを確認するに留めよう。１）他者は主体に先立ち、主体

を存在させる。その意味で主体は他者に依存している。２）傷つきやすさとは、このように他者

に依存した主体性のことである。３）傷つきやすさは主体としての人間の普遍的条件である。 

 

３．３．テン・ハーフ『ヴァルネラビリティ』におけるレヴィナスへの参照 

 ヘンク・テン・ハーフはオランダの生命倫理学者で、2003-2010年にユネスコ科学・技術倫理部

の部長を務めた（前項で扱った解説書の編者でもある）。彼が 2016 年に上梓した『ヴァルネラビ

リティ――生命倫理への挑戦』は、生命倫理および関連諸領域でのヴァルネラビリティに関する

議論を、英語圏に限らずヨーロッパやその他の諸国の文献まで網羅的に検討する研究で、現時点

で類書を見ない。 

本書の主張は二点に要約される。一つは「ヴァルネラビリティは個人の自律という枠組みの中

では完全には理解できない」こと、もう一つは「ヴァルネラビリティという言語は、伝統的な自

律モデルを超えて、生命倫理がグローバルな企てに進化するのを助けるであろう諸々の見方を提

供する」ことである（Ten Have 2016, p. 2〔以下、頁数のみを記す〕）。この目的のもとで、彼は第

五章「私たちはみな傷つきやすい：ヴァルネラビリティについての哲学的な見方」において、ヴ
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ァルネラビリティを自律性の欠損とみなす主流の生命倫理から距離を取るために、「周縁的なアプ

ローチ」（p. 96）つまり大陸哲学やフェミニスト倫理学を取り上げる。シェーラーやメルロ=ポン

ティといった哲学者や、ジュディス・バトラーらフェミニストの思想も紹介されるが、特に重要

な役割を演じているのがレヴィナスの倫理であり、その「ヴァルネラビリティについての最もラ

ディカルな見解」（p. 103）である。合計すると 5頁ほどがレヴィナスの議論に割かれている。以

下、論点ごとにまとめよう。 

 １）他者の顔の傷つきやすさ。他者は、私による対象化以前に顔という仕方で顕現し、私に無

条件の倫理的命令を課す。顔は人間が身体をもつことを示す。顔は「裸で、弱く、防御を欠き、

そうして人間の傷つきやすさの表現である」（p. 104）。顔の傷つきやすさは、顔が「私に義務を課

し私を責任ある者にする理由」（ibid.）である。ただし他者の「傷つきやすさは両義的」であり、

「ケアと共感」と「虐待と暴力」のいずれをも導きうる（p. 114）。 

 ２）私（主体）の傷つきやすさ。他者の傷つきやすさの開示する倫理的要求が自己を構成する。

「他者との出会いにおいて、私自身が曝されており傷つきやすい」（ibid.）。他者に曝され、不可避

で制御不能な応答責任を負うことで、他者のための一者としての主体が成立する。それゆえ他者

との倫理的関係は、私の自由な選択、同意、関与に発するものではない。「こういうわけで、レヴ

ィナスは傷つきやすさを人質であることとして説明する」（p. 105）。 

 ３）存在論に対する倫理の優位。他者との倫理的関係は、私が個人として、周囲の事物が世界

として存在することに先立つ。自律的主体が存在するに至るのは「傷つきやすく防御を欠いた他

者の倫理的要求を通じて」（p. 114）である。それゆえ、傷つきやすさは「存在論的」というより

「人間学的」である（p. 108）。私たちが傷つきやすいのは、「前もって与えられた静的な条件」で

はなく「人間の継続的な相互関係」ゆえである（ibid.）。 

 ４）社会的責任。他者の顔が課す道徳的義務は、私が対面している特定の他者への義務に限定

されない。「他者の顔において私はすべての男女の潜在的現前を見る」（p. 116）。人間学的な傷つ

きやすさは「社会的責任」（ibid.）を生み出す。 

 参照されるレヴィナスの著作も比較的多い。『倫理と無限』と『他なる人間のヒューマニズム』

が主だが、『存在するとは別の仕方で、あるいは存在の彼方へ』（以下『存在の彼方へ』と略記）

やカーニーとの対談「無限なものの倫理」からの引用もある。 

 

４．医学研究の倫理はレヴィナスの思想をどう活かせるか 

 以上、研究倫理あるいは生命倫理のヴァルネラビリティ論がどのようにレヴィナスを参照して

きたかを見てきた。以下では、こうした「使い方」について不十分ながら批判的な検討を行い、

最後に今後の研究の方途を探りたい。 

 

４．１．レヴィナスにおける傷つきやすさの概念 

 レヴィナスからヴァルネラビリティ概念を引き出すという操作には、複数の疑義を提起しうる。
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第一に、レンドトルフとテン・ハーフのように〈他者の顔は傷つきやすい〉という主張をレヴィ

ナスに見出すことは可能なのか。少なくとも『全体性と無限』について言えば、傷つきやすさの

概念が用いられるのは顔を主題とする第三部ではなく、「顔の彼方」を論じる第四部の B「エロス

の現象学」においてである（Levinas 1961, p. 286, 290）。そこでは、顔や対話といった概念で論じ

られる倫理的関係とは本質的に異なるエロス的関係が記述されている。同書の用語法を厳密に踏

襲するならば、他者の顔と傷つきやすさを結びつけることは困難であろう。実際、彼らはレヴィ

ナス自身が顔と傷つきやすさを結びつけた箇所を引用できていない。代わりになされた操作は、

顔について言われる「裸性」を傷つきやすさと互換可能とみなすことと、他者の身体性を示す概

念として顔を解釈することである。前者には根拠がないばかりか、顔の悲惨な側面だけを強調し、

高さや教えといったもう一つの側面を無視している。後者の解釈も、顔は事物と異なり視覚や触

覚には与えられず、むしろ他人の私への発話（言説）を指すという論述を考慮に入れていない。

同書でレヴィナスが「他人との関係を核としつつ多様な人間的なあり方を記述する」（小手川 2015, 

p. 257）ことを目指している以上、用語法の問題は決して些細な事柄ではない。 

 第二に、傷つきやすさの用法が『全体性と無限』の時期（中期）と『他なる人間のヒューマニ

ズム』や『存在の彼方へ』の時期（後期）で明らかに変化している点に注意が払われていない。

傷つきやすさは、中期ではエロス的関係において自我が享受する女性的なものの弱さを指す概念

だったが、後期になると自我の留保なき他者への暴露について用いられる。つまり、倫理的関係

を記述する語彙に入るとともに、他者ではなく主体についての概念になるのである。この変化は、

倫理的関係や主体性についてのレヴィナスの構想全体の進展と連動している以上、中期と後期の

傷つきやすさ概念を同時に用いることが可能かどうかは検討を要する。しかし、レンドトルフに

せよテン・ハーフにせよ、他者も主体も傷つきやすいという主張をレヴィナスから引き出す際に

この点を考察した形跡はない。 

 第三に、傷つきやすさは性差に中立的な概念なのか。中期の用法は既述の通りだが、後期でも

少なくとも『存在の彼方へ』においては、傷つきやすさは「母性」の類語である（Levinas 1990, p. 

121）。時期に関わらず、レヴィナスにとって傷つきやすさとは女性的なものに関する概念だと考

えられる。したがって、レヴィナスにおける性差の問題という、理解が難しいだけでなく論者の

態度が問われるという意味でも困難な主題と、傷つきやすさの概念は無縁ではありえない。この

点を考慮せずに、〈人間はみな傷つきやすい〉という主張をレヴィナスに帰すことは不当であろう。 

 第四に、レヴィナスにおける傷つきやすさは人を形容する概念なのだろうか。例えば後期の傷

つきやすさは、「近さ」や「接触」と同様に、他者との関係を記述していると考えられる。それゆ

え、そこで〈自我は傷つきやすい〉と言われたとしても、それを〈人はみな傷つきやすい〉とい

う命題に置換することはできない。サランスキの表現を借りれば、それは「レヴィナスの言明を、

この言明が対象とする何らかの存在を担う土台の本質をピン留めするような言明とみなすこと」

だが、「レヴィナスはこうしたことをしたことがない」のだから（サランスキ 2012, p. 134）。 

 第五に、レヴィナスのいう傷つきやすさは規範的か。バルセロナ宣言に対して、〈人間は傷つき
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やすい〉との記述から〈人間は保護されるべきである〉という規範を導くのは自然主義的誤謬だ

という批判がある（Kottow 2004）。前段落で挙げた問題を棚上げするとしても、レヴィナスにこの

批判は当たるだろうか。少なくともレンドトルフとテン・ハーフはレヴィナスの傷つきやすさを

記述的かつ規範的な概念とみなしていた。一般的に言えば、レヴィナスの記述が規範を含むかど

うかはいまだ決着を見ていない問題である（cf. 品川 2017, 小手川 2017）。しかし傷つきやすさに

限って言えば、中期にせよ後期にせよレヴィナスの論述には、傷つきやすいと記述された者を保

護（またはケア）すべしという規範的主張を見出すことはできない。むしろ後期の傷つきやすさ

は、倫理的主体についての概念なのである。 

 以上の問題点を踏まえると、人間についての普遍的かつ規範的な概念として傷つきやすさを捉

える限り、その哲学的な基礎または起源としてレヴィナスを参照することは実のところ不可能だ

と言わざるをえない。 

 

４．２．根本的な引き受けに向けて 

 最後に、大雑把ながら前向きな提案をしたい。ヴァルネラビリティ概念の起源としてではなく、

被験者保護の核心に通ずる思想としてレヴィナスの倫理を捉えてはどうか。 

 研究倫理の最優先課題は被験者が搾取される可能性を最小限にすることだと第一節で述べたが、

研究倫理には二つの異なる搾取概念が存在する。一つは個人を目的としてでなく手段としてのみ

利用することであり、もう一つは利益と負担の不公正な分配である（Emanuel et al. 2008, p. 125）。

前者への典型的対策がナチス・ドイツの医学犯罪を裁いた判決で示された「ニュルンベルク綱領」

（1947）において、被験者の自発的同意の必要性として提示された一方で、後者は例えば 1990年

代以降急速に拡大した途上国での臨床試験に関して、グローバルな正義の問題として議論されて

きた（松井 2013b）。 

これらは被験者保護の両輪をなすものだが、一歩引いて思想史的に見るならば、それぞれ異な

る潮流に属すると言えそうである。すなわち、後者はロールズ以降のいわゆる分析的政治哲学の

応用とみなせるのに対して、前者は世界大戦という未曽有の出来事を受けて近代の前提を問い質

すいわゆる大陸系哲学に通じると解せる（cf. 森川 2017）。 

前者に関して研究倫理が問い質したのは、医学は本性的に善いという前提である。日本の関東

軍七三一部隊が行った反人道的医学研究の教訓として、土屋貴志は「医学は完全に善なる存在な

のではなく、むしろ、被験者の人権を侵害する契機を本質的に抱え持っている、倫理的な警戒を

怠れない存在である」（土屋 2018, p. 103）ことを挙げる。それゆえ戦時中の反人道的研究は、一

時の例外ではなく「医学の本質的問題を露呈する出来事」として、つまり「戦争犯罪」よりも「医

学犯罪」として位置づけねばならない（ibid., p. 104）。 

 研究倫理はこのように戦時と平時を連続的に捉える視点を持つ。ここにレヴィナス思想と結び

つく可能性が見出される。『全体性と無限』によれば戦争は、あらゆる個体から個体性を奪う全体

性を、つまり存在を顕示する（cf. Levinas 1961, pp. 5-6）。自他の倫理的関係が記述されるのも、そ
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れが全体性を破裂させるからにほかならない。この関係なしには、自我は権能を振るい所有する

というあり方から脱せない。顔に語りかけられることで、自我は責任ある主体に任命される。こ

うした記述は、研究者と被験者の関係に研究倫理の根源を発見させないだろうか。医学研究は本

質的に被験者を道具化し搾取しようとするが、被験者の顔はこれに権能とは別様に抵抗し、研究

者を倫理的関係に引き込み審問する、というように。例えば被験者を虐殺した七三一部隊が慰霊

祭や埋葬を行ったという事実に見られる「後ろめたさ」（土屋 2018, p. 102）は、被験者の顔の抵

抗によると考えられるのではないか。さらに考察を進める紙幅はないが、ヴァルネラビリティに

関する規制の背景としてではなく、被験者の教えによって医学研究者が倫理的主体となる仕方に

ついての記述（それが規範を（どのように）含むかは検討を要する）と解することによって、研

究倫理はより無理なく、そしてより根本的にレヴィナスの思想を引き受けられるのではないだろ

うか。 

 

付記 

 本稿は JSPS科研費 18K09992の研究成果の一部である。 
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